
＜会議室利用人数制限の解除のお知らせ＞ 

 

新型コロナウイルス感染防止のため、会議室の

利用制限を行っておりましたが、11月 1日付で

以下のように利用人数を通常の定員とさせてい

ただきます。 

 

 

・21 会議室    12人→ 24人 

・31 会議室    32人→ 65人 

・32 会議室     9人→ 18人 

・33 会議室     9人→ 18人 

・大会議室    72人→144人 
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